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厚
生
労
働
省
は
二
月
一
九
日
、
同
じ
集
団

を
対
象
に
毎
年
実
施
し
て
い
る
「
中
高
年
者

縦
断
調
査
（
中
高
年
者
の
生
活
に
関
す
る
継

続
調
査
）」
の
第
八
回
（
二
○
一
二
年
）
結

果
を
と
り
ま
と
め
た
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
第
一
回
調
査
時
（
二
○

○
五
年
）
に
、「
六
○
～
六
四
歳
は
仕
事
を
し

た
い
」
と
希
望
し
て
い
た
者
の
う
ち
、
男
性

は
八
一
・
二
％
、
女
性
は
六
六
・
三
％
が
、

第
八
回
調
査
時
に
仕
事
を
し
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

調
査
は
、
中
高
年
者
の
健
康
状
態
や
就
業

状
態
を
継
続
的
に
把
握
す
る
た
め
、
二
○
○

五
年
一
○
月
末
に
五
○
～
五
九
歳
を
対
象
に

は
じ
め
て
実
施
。
今
回
調
査
で
は
、
第
一
回

調
査
か
ら
協
力
が
得
ら
れ
た
二
万
二
二
八
八

人
を
集
計
し
た
。
調
査
時
の
年
齢
は
五
七
～

六
六
歳
に
な
る
。

六
五
歳
以
降
の
男
性
の
半
数
近
く
が

仕
事
に
従
事

　

第
一
回
調
査
か
ら
の
就
業
状
況
の
変
化
を

み
る
と
、「
第
一
回
か
ら
仕
事
あ
り
」
は
、
男

性
六
五
・
八
％
、
女
性
四
○
・
三
％
と
な
る
。

　
「
第
一
回
か
ら
仕
事
あ
り
」
を
年
齢
階
級

別
に
み
る
と
、「
五
七
～
五
九
歳
」
で
は
、
男

性
八
三
・
一
％
、
女
性
五
二
・
五
％
、「
六
○

～
六
四
歳
」
で
は
、
男
性
六
五
・
三
％
、
女

性
三
九
・
一
％
、「
六
五
～
六
六
歳
」
で
は
、

男
性
四
六
・
六
％
、
女
性
二
八
・
○
％
と
な

り
、
い
ず
れ
の
年
齢
階
級
で
も
男
性
の
ほ
う

が
、「
第
一
回
か
ら
仕
事
あ
り
」
の
割
合
が
高

く
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
、
男
性
で
は
、
六

五
歳
を
過
ぎ
て
も
半
数
近
く
が
仕
事
に
従
事

し
て
い
る
模
様
だ
。

離
職
理
由
は
男
女
と
も
定
年
が
ト
ッ
プ

　

第
一
回
調
査
以
降
に
、「
仕
事
を
辞
め
た
経

験
が
あ
る
」
者
に
つ
い
て
、
離
職
理
由
を
み

る
と
、
男
性
で
は
、「
定
年
」（
三
三
・
七
％
）、

「
契
約
期
間
が
満
了
」（
一
二
・
九
％
）、「
健

康
が
す
ぐ
れ
な
か
っ
た
」（
八
・
四
％
）、
女

性
で
は
、「
定
年
」（
一
四･

○
％
）、「
健
康
が

す
ぐ
れ
な
か
っ
た
」（
一
三
・
三
％
）、「
契
約

期
間
が
満
了
」（
九
・
七
％
）
と
な
る
。

　

定
年
を
理
由
に
離
職
し
、
第
八
回
調
査
時

に
「
仕
事
を
し
て
い
る
」
者
の
仕
事
の
か
た

ち
を
み
る
と
、男
性
は
「
契
約
社
員
・
嘱
託
」

（
三
九
・
五
％
）、「
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
」

（
二
二
・
四
％
）、「
正
規
の
職
員
・
従
業
員
」

（
一
六
・
七
％
）の
順
に
な
る
。女
性
は
、「
パ
ー

ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
」（
五
五
・
八
％
）、「
契
約

社
員
・
嘱
託
」（
一
八
・
五
％
）、「
正
規
の
職
員
・

従
業
員
」（
八
・
三
％
）
と
な
る
。

希
望
者
の
男
性
八
割
、
女
性
六
割
が

六
○
歳
以
降
も
仕
事
を
し
て
い
る

　

第
一
回
調
査
時
に
お
け
る
六
○
～
六
四
歳

時
の
就
業
希
望
と
、
第
八
回
調
査
時
に
六
○

～
六
四
歳
に
な
っ
た
者
の
仕
事
の
有
無
を
み

る
と
、
第
一
回
調
査
で
「
六
○
～
六
四
歳
は

仕
事
を
し
た
い
」
と
希
望
し
た
者
の
う
ち
、

第
八
回
調
査
で
「
仕
事
を
し
て
い
る
」
者
の

割
合
は
、
男
性
八
一
・
二
％
、
女
性
六
六
・

三
％
と
な
っ
た
。

　

第
一
回
調
査
時
に
希
望
し
て
い
た
仕
事
の

か
た
ち
で
も
っ
と
も
多
か
っ
た
の
が
、
男
性

で
は
「
雇
わ
れ
て
働
く
（
フ
ル
タ
イ
ム
）」（
二

七
・
一
％
）
と
な
り
、
そ
の
う
ち
、
第
八
回

調
査
時
に
「
正
規
の
職
員
・
従
業
員
」（
二
七
・

七
％
）
と
「
労
働
者
派
遣
事
業
所
の
派
遣
社

員
、
契
約
社
員
・
嘱
託
」（
三
○
・
五
％
）
で

半
数
以
上
を
占
め
た
。

　

女
性
で
は
、
第
一
回
調
査
時
の
希
望
は
、

「
雇
わ
れ
て
働
く（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
）」（
二
九
・

七
％
）
が
も
っ
と
も
多
く
、
そ
の
う
ち
、
第

八
回
調
査
時
に
、「
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
」

だ
っ
た
者
が
四
六
・
三
％
と
半
数
弱
を
占
め

た
。

六
五
歳
以
降
も
希
望
者
の
半
数
以
上

が
仕
事

　

第
一
回
調
査
時
の
六
五
歳
以
降
の
就
業
希

望
と
、
第
八
回
調
査
時
の
六
五
歳
以
降
（
六

五
歳
、
六
六
歳
）
の
仕
事
の
有
無
を
み
る
と
、

第
一
回
調
査
時
に
「
六
五
歳
以
降
仕
事
を
し

た
い
」
と
希
望
し
た
も
の
の
う
ち
、
第
八
回

調
査
で
「
仕
事
を
し
て
い
る
」
割
合
は
、
男

性
六
七
・
五
％
、
女
性
五
七･

五
％
と
な
っ

た
。

　

第
一
回
調
査
時
に
希
望
し
て
い
た
仕
事
と

し
て
は
、
男
性
は
「
自
営
業
主
、
家
業
の
手

伝
い
」（
二
○
・
二
％
）
が
も
っ
と
も
多
く
、

そ
の
う
ち
、
第
八
回
調
査
時
に
「
自
営
業
主
、

家
族
従
業
者
」
だ
っ
た
の
は
六
六
・
六
％
と

な
っ
た
。
女
性
で
は
、第
一
回
調
査
時
に「
雇

わ
れ
て
働
く
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
）」
を
希
望

し
て
い
る
者
が
一
三
・
九
％
と
も
っ
と
も
多

く
、
そ
の
う
ち
、
第
八
回
調
査
時
に
「
パ
ー

ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
」
で
あ
っ
た
の
は
三
八
・

二
％
と
な
る
。

仕
事
に
つ
な
が
る
免
許
・
資
格
の 

取
得
を

　

一
方
、
第
一
回
調
査
時
に
「
六
○
～
六
四

歳
は
仕
事
を
し
た
い
」
と
希
望
し
て
い
た
者

の
う
ち
、
現
在
六
○
～
六
四
歳
の
対
象
者
に

つ
い
て
、
調
査
開
始
前
か
ら
第
五
回
調
査
ま

で
仕
事
の
た
め
に
取
得
し
た
免
許
・
資
格
の

有
無
別
に
現
在
「
仕
事
を
し
て
い
る
」
割
合

を
み
る
と
、
免
許
・
資
格
を
「
取
得
し
た
こ

と
が
あ
る
」（
男
性
八
二
・
九
％
、
女
性
六
九
・

九
％
）
ほ
う
が
、「
取
得
し
た
こ
と
が
な
い
」

（
男
性
七
七
・
七
％
、
女
性
六
四
・
五
％
）

よ
り
高
く
な
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
第
一
回
調
査
時
に
「
六
五
歳
以

降
仕
事
を
し
た
い
」
と
希
望
し
て
い
た
現
在

六
五
、
六
六
歳
に
つ
い
て
も
、「
仕
事
を
し
て

い
る
」
割
合
を
み
る
と
、免
許
・
資
格
を
「
取

得
し
た
こ
と
が
あ
る
」（
男
性
六
九
・
六
％
、

女
性
六
一
・
九
％
）
ほ
う
が
、「
取
得
し
た
こ

と
が
な
い
」（
男
性
六
三
・
七
％
、
女
性
五
五
・

七
％
）
よ
り
高
く
な
っ
て
い
る
。

　

厚
労
省
担
当
者
は
、「
現
役
時
代
か
ら
定
年

後
を
見
据
え
、
仕
事
に
つ
な
が
る
資
格
や
免

許
を
取
得
す
る
意
欲
や
姿
勢
と
い
っ
た
も
の

が
、
仕
事
の
確
保
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
」
と
話
す
。�

（
調
査
・
解
析
部
）

ト
ピ
ッ
ク
ス

高
齢
者
雇
用

2

七
年
前
に
就
業
希
望
し
た
男
性
の
八
割
、
女
性
六
割
が
仕
事
に
従
事
―
―
厚
労
省
縦
断
調
査




